
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
作
業
環
境
測
定
の
実
施
）

（
作
業
環
境
測
定
の
実
施
）

第
三
条

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号

第
三
条

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号

）
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
指

）
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
指

定
作
業
場
（
以
下
「
指
定
作
業
場
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
同
条
第
二
号
に

定
作
業
場
（
以
下
「
指
定
作
業
場
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
同
条
第
二
号
に

規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
（
以
下
「
作
業
環
境
測
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う

規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
（
以
下
「
作
業
環
境
測
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う

と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

一

簡
易
測
定
機
器
以
外
の
機
器
を
用
い
て
行
う
分
析
（
解
析
を
含
む
。
以

ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
。

下
同
じ
。
）
は
、
当
該
指
定
作
業
場
の
属
す
る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の

イ

当
該
指
定
作
業
場
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装

種
類
に
つ
い
て
登
録
を
受
け
て
い
る
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
第
一

着
す
る
試
料
採
取
機
器
等
を
用
い
て
行
う
作
業
環
境
測
定
に
係
る
デ
ザ

種
作
業
環
境
測
定
士
（
以
下
「
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
」
と
い
う
。
）

イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ
（
以
下
「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
」
と
い
う

に
実
施
さ
せ
る
こ
と
。

。
）

法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
士
（
以
下
「
作

業
環
境
測
定
士
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
つ

い
て
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の

ロ

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
以
外
の
も
の

作
業
環
境
測
定
士

二

分
析
（
解
析
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

二

前
号
に
規
定
す
る
分
析
以
外
の
作
業
環
境
測
定
は
、
法
第
二
条
第
四
号

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
。

に
規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
士
（
以
下
「
作
業
環
境
測
定
士
」
と
い
う
。

イ

簡
易
測
定
機
器
以
外
の
機
器
を
用
い
て
行
う
分
析

法
第
二
条
第
五

）
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
。

号
に
規
定
す
る
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
（
以
下
「
第
一
種
作
業
環
境

測
定
士
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
指
定
作
業
場
の
属
す
る
別
表
に

掲
げ
る
作
業
場
の
種
類
に
つ
い
て
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の

ロ

イ
に
規
定
す
る
分
析
以
外
の
も
の

作
業
環
境
測
定
士

２

事
業
者
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
測
定
を
行
う
こ

２

事
業
者
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
測
定
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
作
業
環
境
測

定
を
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

一

簡
易
測
定
機
器
以
外
の
機
器
を
用
い
て
行
う
分
析
は
、
当
該
指
定
作
業

ぞ
れ
次
に
定
め
る
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
機
関
（

場
の
属
す
る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類
に
つ
い
て
登
録
を
受
け
て
い



以
下
「
作
業
環
境
測
定
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
三
条
第
二
項
た
だ

る
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
作
業
環
境
測
定
機
関
（
以
下
「
作
業
環

し
書
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
（
以
下
「
指
定
測
定
機
関
」
と

境
測
定
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
指
定
作
業
場
の
属
す
る
別
表
に
掲

い
う
。
）
に
委
託
す
る
こ
と
。

げ
る
作
業
場
の
種
類
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
て
い
る
法
第
三
条
第
二
項
た

イ

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
つ
い
て
登
録
を

だ
し
書
の
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
機
関
（
以
下
「
指
定
測
定
機
関
」

受
け
て
い
る
作
業
環
境
測
定
機
関
又
は
指
定
測
定
機
関

と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
こ
と
。

ロ

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
以
外
の
も
の

作
業
環
境
測
定
機
関
又
は
指

定
測
定
機
関

二

分
析
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
作
業
環

二

前
号
に
規
定
す
る
分
析
以
外
の
作
業
環
境
測
定
は
、
作
業
環
境
測
定
機

境
測
定
機
関
又
は
指
定
測
定
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
。

関
又
は
指
定
測
定
機
関
に
委
託
す
る
こ
と
。

イ

簡
易
測
定
機
器
以
外
の
機
器
を
用
い
て
行
う
分
析

当
該
指
定
作
業

場
の
属
す
る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類
に
つ
い
て
登
録
を
受
け
て

い
る
作
業
環
境
測
定
機
関
又
は
当
該
作
業
場
の
種
類
に
つ
い
て
指
定
を

受
け
て
い
る
指
定
測
定
機
関

ロ

イ
に
規
定
す
る
分
析
以
外
の
も
の

作
業
環
境
測
定
機
関
又
は
指
定

測
定
機
関

（
登
録
事
項
）

（
登
録
事
項
）

第
六
条

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

第
六
条

法
第
七
条
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

法
別
表
第
一
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
講
習
の
項
講
習
科
目
の
欄
第
二

（
新
設
）

号
又
は
同
表
第
二
種
作
業
環
境
測
定
士
講
習
の
項
講
習
科
目
の
欄
第
二
号

に
掲
げ
る
科
目
の
う
ち
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
係
る
も
の
を
修
了
し
た

者

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

二

第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
講
習
を
修
了
し
た
者

法
別
表
第
一
第
一
種

一

第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
講
習
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
法
別
表

作
業
環
境
測
定
士
講
習
の
項
講
習
科
目
の
欄
第
三
号
に
掲
げ
る
科
目
に
係

第
一
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
講
習
の
項
講
習
科
目
の
欄
第
三
号
に
掲
げ

る
指
定
作
業
場
の
種
類
に
応
じ
た
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類

る
科
目
に
係
る
指
定
作
業
場
の
種
類
に
応
じ
た
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の

種
類

三

第
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
、
同
条
第
三
項
の

二

第
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
種
別
が
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
で
あ
る
と
厚
生
労
働

規
定
に
よ
り
そ
の
種
別
が
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
で
あ
る
と
厚
生
労
働

大
臣
が
認
定
し
た
も
の

そ
の
者
が
作
業
環
境
測
定
を
行
う
こ
と
が
で
き

大
臣
が
認
定
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
が
作
業
環
境
測
定
を
行
う

る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類

こ
と
が
で
き
る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類



四

第
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
び
第
五
条
の
二
の

（
新
設
）

規
定
に
よ
り
第
二
種
作
業
環
境
測
定
士
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
者

個

人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

（
講
習
の
免
除
）

（
講
習
の
免
除
）

第
二
十
五
条

講
習
を
修
了
し
た
者
（
第
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の

第
二
十
五
条

講
習
を
修
了
し
た
者
（
第
五
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
及
び
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
及
び
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。

）
に
対
し
て
は
、
法
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
の
う
ち
労
働
衛

）
に
対
し
て
は
、
法
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
の
う
ち
労
働
衛

生
管
理
の
実
務
及
び
作
業
環
境
に
つ
い
て
行
う
デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン

生
管
理
の
実
務
及
び
作
業
環
境
に
つ
い
て
行
う
デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン

グ
の
実
務
（
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
免
除
す
る

グ
の
実
務
を
免
除
す
る
。

。（
登
録
事
項
）

（
登
録
事
項
）

第
五
十
二
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

第
五
十
二
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

項
は
、
作
業
環
境
測
定
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
作
業
環
境
測
定
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類
と
す
る
。

一

作
業
環
境
測
定
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
を

（
新
設
）

行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

二

作
業
環
境
測
定
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き

（
新
設
）

る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類

（
登
録
の
基
準
）

（
登
録
の
基
準
）

第
五
十
四
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

第
五
十
四
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

作
業
環
境
測
定
機
関
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
を

（
新
設
）

行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
六
条
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
つ

い
て
登
録
を
受
け
て
い
る
作
業
環
境
測
定
士
が
置
か
れ
る
こ
と
。

二

第
五
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類
に
つ

一

第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類
に
つ
い
て
法

い
て
法
第
七
条
の
登
録
を
受
け
て
い
る
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
が
置
か

第
七
条
の
登
録
を
受
け
て
い
る
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
が
置
か
れ
る
こ

れ
る
こ
と
。

と
。

三
・
四

（
略
）

二
・
三

（
略
）



（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

（
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
五
十
九
条

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項

第
五
十
九
条

法
第
三
十
四
条
の
二
第
三
項
の
業
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
個

（
新
設
）

人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
に
関
す
る
事
項

二
～
六

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
作
業
環
境
測
定
の
実
施
）

（
作
業
環
境
測
定
の
実
施
）

第
六
十
一
条

作
業
環
境
測
定
機
関
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業

第
六
十
一
条

作
業
環
境
測
定
機
関
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
事
業

者
の
委
託
を
受
け
て
作
業
環
境
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

者
の
委
託
を
受
け
て
作
業
環
境
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

デ
ザ
イ
ン
及
び
サ
ン
プ
リ
ン
グ
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

一

簡
易
測
定
機
器
以
外
の
機
器
を
用
い
て
行
う
分
析
は
、
当
該
事
業
者
の

ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
。

指
定
作
業
場
の
属
す
る
別
表
に
掲
げ
る
作
業
場
の
種
類
に
つ
い
て
登
録
を

イ

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法

作
業
環
境
測
定
士
の
う
ち
、
第
六
条
第
一

受
け
て
い
る
第
一
種
作
業
環
境
測
定
士
に
実
施
さ
せ
る
こ
と
。

号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の

ロ

個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
法
以
外
の
も
の

作
業
環
境
測
定
士

二

分
析
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
者
に
実

二

前
号
に
規
定
す
る
分
析
以
外
の
作
業
環
境
測
定
は
、
作
業
環
境
測
定
士

施
さ
せ
る
こ
と
。

に
実
施
さ
せ
る
こ
と
。

イ

簡
易
測
定
機
器
以
外
の
機
器
を
用
い
て
行
う
分
析

第
一
種
作
業
環

境
測
定
士
の
う
ち
、
当
該
事
業
者
の
指
定
作
業
場
の
属
す
る
別
表
に
掲

げ
る
作
業
場
の
種
類
に
つ
い
て
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の

ロ

イ
に
規
定
す
る
分
析
以
外
の
も
の

作
業
環
境
測
定
士


